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川口市 芝第２・第５地区 全体意見交換会 

Ⅰ.日時・会場 平成２９年１２月１０日（日）10：00～11：45 川口市芝市民ホール 

Ⅱ.出 席 者  

参 加 者：３１名 

川口市職員： ５名 

日本測地設計㈱（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）：４名 

Ⅲ.進行概要 

（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 

1.開会 
2.まちづくりの経緯について  
3.まちの骨格道路の優先整備路線について 
4.今後の進め方について 
5.意見交換（質疑応答） 
6.閉会 

Ⅳ.配付資料 ○芝第２・第５地区まちづくり勉強会全体意見交換会 次第 
○配付資料（スライド抜粋）（※質疑応答時に配付） 

Ⅴ.議事概要 

１．開会 

 

●区画整理課長より挨拶 

本日は休日のお寒いなか、みなさまお集まりいただき誠にありがとうございます。 

地区の骨格となる道路につきまして、昨年度実施したアンケート調査を含め、最優先で

整備する路線を決めさせていただきましたので、担当から説明いたします。 

本地区のまちづくり事業の一環として進めてきました都市計画道路芝神根線・蕨芝線の

整備につきましては、一部の区域について今年度２月から正式に事業開始の運びとなりま

した。この場を借りてご報告いたします。また、都市計画道路一部区間の事業開始につい

ては、今後開催します沿道まちづくり協議会や協議会ニュース等におきましてご報告させ

ていただきます。 

それでは、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

●勉強会事務局スタッフの紹介 

司会から、勉強会事務局スタッフの紹介を

行いました。 

 

■会場風景 
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２．まちづくりの経緯について 

芝第２・５地区のこれまでの経緯として、芝第２・第５地区のまちづくりの手法、勉強会

と協議会による検討、これまでの検討状況について説明しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．まちの骨格道路の優先整備路線について 

まちの骨格道路の優先的に整備する路線の決定の考え方を説明し、最優先整備路線、第２・

第３段階で整備する路線を説明しました。 

 

①優先的に整備する路線の決定の考え方 

   
■最優先整備路線 
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３．まちの骨格道路の優先整備路線について（続き） 

②最優先整備路線について 

 ■最優先整備路線の決定の考え方 

  

   
 
 

〔路線決定の各要素〕 

最優先整備路線は、整備の優先度と地権者の意向等をもとに検討した結果、最優先整

備路線の候補路線として４・８・１０号線を選定しました。 

■ニュース第 16号（H29.1） 
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３．まちの骨格道路の優先整備路線について（続き） 

③最優先整備路線の箇所について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

④最優先整備路線の整備の進め方について 

 
 
 
 
⑤最優先整備路線以外の路線について 

 

最優先整備路線：4-1、8、10-1 号線 

 候補路線の４・８・１０号線のうち、早期実現性、即効性を考慮した結果、４号線と

10 号線については、路線を細分化し、４号線北側（4-1 号線）、１０号線中央（10-1

号線）として、最優先整備路線に位置づけました。 
 

 最優先整備路線以外の路線については、２段階に分けて整備の優先度を定めました。

第２段階として歩道付き道路５路線、第３段階として消防車の入れる道路５路線として

段階的に整備の実現を目指していきます。（９号線については、県との調整が付き次第

整備を行います。） 

 最優先整備路線（３路線）の道路計画については、H30 年２月下旬以降の路線別説

明会で案をご紹介し、沿道の権利者の方々と意見交換を行います。 

路線別説明会では具体的なスケジュールも配付予定です。 



川口市 芝第２・第５地区 まちづくり勉強会 全体意見交換会（Ｈ２９.１２.１０） 議事録 5/7 

 5

 
３．まちの骨格道路の優先整備路線について（続き） 

〔参考〕道路延長別集計について 

 

 

 

 

 

 

 

４．今後の進め方について 

 協議会及び勉強会の今後の進め方についてご説明しました。 

①協議会について 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

②勉強会について 
 
 
 

 協議会では合意が得られた区域 A・E の事業認可手続きを行っており、平成 30 年２

月に事業計画決定の公告を予定しています。区域 B・C・D については区域 A・E の事

業と並行して、事業化に向け、個別調整を行います。 
 

 勉強会ではまず、最優先整備路線について路線別説明会を開催して具体的に事業化検

討を進めます。都市計画道路整備と並行して３段階に分けて事業化を目指していきま

す。 

 H28 年 8 月実施のア

ンケート調査について参

考として道路延長での集

計も行いました。 

アンケートの問２及び

問４について権利者集計

と道路延長集計の差が大

きい路線は 11 号線（約

20～30％減）でした。 

問
２ 

問
４ 

■11 号線の回答状況 

※問２計画案について 
問４売却意向について 
それぞれ肯定意見の権利者
の割合を集計 
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５．意見交換（質疑応答） 

説明終了後、意見交換（質疑応答）を行いました。 

いただいたご意見またはご質問の内容は下記のとおりです。質問と回答の関係が分かり

やすいように、質問内容ごとに分けて整理しています。 

 

【１】会の開催方法について 

（全体意見交換会の配付資料について） 
意 見１  全体意見交換会では、協議会や骨格道路の説明会と同様にスライドを配付しな

いのか？ 

事務局  全体意見交換会の位置付けとしては、協議会や勉強会で検討している内容に

ついて地区全体の方にご報告する会という位置付けになっております。これま

で全体意見交換会では、スライドの内容を配付せずに後日、まちづくりニュー

スをホームページで公表、町内回覧をしてきました。 

ご意見を受けまして、今後は配布を検討いたします。 

（12/10 の全体意見交換会ではスライドの抜粋を印刷し、配付いたしました。）

 
（説明会の議事録について） 
意 見２  全体意見交換会の議事録は配付などしないのか？ 

事務局  現在、市のホームページでは、勉強会の議事録は公開しているものの、全体

意見交換会の議事録は公開していない状況です。全体意見交換会の開催内容に

ついては、まちづくりニュースを配付し、周知を図っています。 

今後は、全体意見交換会の議事録についても、公開を検討いたします。 

 

（説明会の開催形態について） 
意 見３  まちの骨格道路は任意事業で整備するため、住民の協力が得られないと進まな

い。路線ごとの意見交換会等もっと小さな集まりの会を開いていくべき。 

事務局  ご意見を参考にして検討いたします。 

 
（開催通知について） 
意 見４  協議会と勉強会で複数の会を開催しているが、どの会が開催されるのか、現在

配付している開催通知では見分けにくく、会を混同してしまう。 

事務局  判別が付くように、工夫いたします。 

 
 
【１】まちの骨格道路について 
（計画案について①） 
意 見５  市の考えをはっきり出してほしい。拡幅の条件によって意向も変わるため、具

体的な計画内容が分からないと、意見が出しにくい。 

事務局  最優先整備路線については、今年度、基本設計をおこなっており、２月下旬

以降に開催する路線別説明会で計画案をお示しします。その他の路線について

も順次、基本設計を行い、案をお示ししていく予定です。 
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５．意見交換（質疑応答） 

 

（骨格道路の整備完了時期について） 
意 見６  まちの骨格道路はいつまでに整備を完了する予定なのか？ 

事務局  住宅市街地総合整備事業は、任意事業のため、権利者ひとりひとりの合意が

得られないと整備を行うことができないため、現時点では整備完了時期を明確

にお示しできません。 

     拡幅に影響する権利者の合意が得られれば、早期に整備が行えます。市とし

ては、早期整備を行うため、ご理解が得られるように努力していきたいと考え

ています。 

 
（第３段階整備路線について） 
意 見７  地域の方は高齢の方が多いため早いうちに検討を進める必要がある。第３段階

整備路線の１号線についても路線別の検討会を開けないのか？ 

意 見８  11 号線周辺では宅地開発が進んでおり、交通量が増加している。本腰を入れ

て、早く安全な道をつくってほしい。 

事務局  ご意見を参考にして検討いたします。 

 
（11 号線について①） 
意 見９  11 号線は昨年度のアンケート調査で北側拡幅の案が出ていたが、勉強会では

両側拡幅だった。両側拡幅の方が理解を得られるのではないか？また、６ｍに出

来ないのか？  

事務局  11 号線について提示を行っているのは現段階では「案」であり拡幅方向は決

まっていません。11 号線については、反対の方が多く、道路幅員変更も含めて

検討が必要と考えています。 

骨格道路の整備は任意事業で整備するため、強制力がありません。多くの方

が反対される計画案では早期整備が難しいと考えています。 

 
（11 号線について②） 
意 見１０ 11 号線は第３段階整備路線だが、車のすれ違いが出来ない。すれ違い出来る

ような空間の整備は出来ないか？ 

事務局  整備の途中段階では、拡幅された部分を活用してすれ違い空間をつくること

も考えられます。しかし、すれ違い空間の整備を目的として買収することは考

えていません。 

 
【３】その他 

（全体のスケジュールについて） 
意 見１１ 骨格道路整備のグランドスケジュールを示してほしい。 

事務局  ご意見を参考にしまして、今後の説明会でお示しいたします。 

 

（道路計画について） 
意 見１２ 土地買収の難しさも分かるが、住民の安全性を考えて整備を行ってほしい。

使い勝手の悪い、安全でない道路を整備しても困る。 

事務局  安全な道を整備できるように配慮いたします。 

６．閉 会 

受付にご意見・ご感想を記入いただくご意見カードを準備していることをお伝えしました。

 


